
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法において、
　線材形態の素材の外表面をダイを通して引抜する過程で、

先端部が テーパー状に
に成形処理する素材表面成形段階と、

　前記素材表面成形段階を経た素材を、
比較的遅い速度で、溶融亜鉛溶解槽内を通過させることで、成形素材の外表面に亜鉛を付
着させる下メッキ段階と、
　前記下メッキ段階を経た素材を亜鉛溶解槽内で滞留させて メッキを施すとともに下メ
ッキで付着された亜鉛の温度を 以上にし、この素材を亜鉛溶解槽外に移動させ、
表面に付着された亜鉛が固まる前 、４００℃に予熱されたサイジングダイを通過させて

一定の厚さとなるように成形する本メッキ段階と、
　前記本メッキ段階を経た素材を、加熱されたパイプ内部を一定速度で通過させて素材の

温度が となるようにした後、線径より５μｍ～１０μｍ小さいダ
イを通過させて、下メッキ及び本メッキで素材表面に付着した亜鉛 を素材の周囲
に均一な厚さで平坦に再成形する表面成形段階と、
　前記表面成形段階を経った素材を密閉空間に入れ、熱風を循環させて製品を均一に加熱
する均質化熱処理段階と、
　前記均質化熱処理段階を経った素材を、流入口が５μｍ、中間部分が３μｍ、排出口が

10

20

JP 3894501 B2 2007.3.22

前記線材形態の素材の外表面
に尖った先端部を有し、該 該素材の半径方向に対して 尖っているよ
う

成形された素材の外表面に亜鉛が付着するような

、
４００℃

に
亜鉛メッキ層が

表面 ２５０℃～３５０℃
メッキ層



３μｍ～１μｍの大きさを有する天然ダイヤモンド製の引抜ダイを通過させて素材の表面
を滑らかに成形するとともに、断面積０．３～３ｍｍ２ のメッキ線材形態の素材となるよ
うに引抜する引抜段階と、
を含んでなることを特徴とする、溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティン
グ電極線の製造方法。
【請求項２】
　前記下メッキ段階において、亜鉛溶解槽を通過する素材は、素材の断面積が０．３～３
ｍｍ２ であるとき、分当たり３０～４０ｍの比較的遅い速度で、４４０℃～５００℃の亜
鉛溶解槽内を通過して、亜鉛溶解槽内での素材の滞留時間が１秒～２秒の範囲となるよう
にすることを特徴とする、請求項１に記載の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛
コーティング電極線の製造方法。
【請求項３】
　前記本メッキ段階において、亜鉛溶解槽を通過する素材は、４３０℃～４８０℃の亜鉛
溶解槽内を分当たり５０ｍ～７０ｍの速度で通過して、亜鉛溶解槽内での素材の滞留時間
が１秒～２秒の範囲となるようにすることを特徴とする、請求項１に記載の溶融亜鉛メッ
キ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法。
【請求項４】
　前記表面成形段階において、パイプを通過する素材は、４００℃に加熱された４ｍ～６
ｍのパイプ内部を分当たり３０ｍ～５０ｍの速度で通過して素材の表面の温度が２５０℃
～３５０℃となるようにすることを特徴とする、請求項１に記載の溶融亜鉛メッキ法を用
いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法。
【請求項５】
　前記均質化熱処理段階において、密閉空間に入れられた素材は、秒速１０ｍ～２０ｍの
速度で循環される１２０℃～１８０℃の熱風により加熱されることを特徴とする、請求項
１に記載の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶融亜鉛メッキ法を用いて被加工物の切削加工として有用な電極線を製造す
る方法に関するものである。より詳しくは、本発明は、素材表面成形段階、下メッキ段階
、本メッキ段階、表面成形段階、均質化熱処理段階、および引抜段階を順次実施して、放
電加工機用亜鉛コーティング電極線を製造することにより、溶融メッキ法によっても、電
気メッキ法のように、放電加工機用電極線の外表面に均質に亜鉛をコートして製造設備費
用を最小化することにより、メッキ原価の節減で、生産者と実使用者の経済的利益を増大
させることができ、生産過程で発生する有害ガスと廃水による環境汚染問題をあらかじめ
防止することができ、亜鉛コーティング層の厚さ向上と付着力向上により、実際使用時、
パウダーの発生を抑制して電極線全体の機能を向上させるようにした、溶融亜鉛メッキ法
を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法に関するのである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電気放電加工機（ Electro Discharge Machining、以下“ EDM”という）は、電
気放電によるアーク熱で被金属処理物を成形加工するものであって、すなわち、図９に示
すように、被処理物と電極との間に高電圧を印加すると、大量の電子が被処理物に向かう
ことにより、アークが発生し浸食が起こる。
【０００３】
　このようなＥＤＭは、産業の発展にしたがい複雑になり、熱処理による高硬度材料の加
工に適切な方法として現在広く使用されている。
【０００４】
　前記ＥＤＭのなかで電極物質がワイヤ形態で使用されるものをワイヤカット（ wire-cut
）ＥＤＭという。特にワイヤカットＥＤＭは、工具やダイ等の細くて複雑な加工に效果的
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である。電圧を印加すると同時に継続して被処理物にワイヤを供給する方式において、ワ
イヤは消耗性であるため、放電以後に再使用できない。
【０００５】
　参考として、放電が進行するにしたがい熱が発生される。このような熱は電極ワイヤの
断線をもたらすことができる。これを防止するため、放電の際、蒸気圧の高い電極物質を
用いて、蒸発により内部熱を減らすように、亜鉛（Ｚｎ）を合金したブラスワイヤ（ Bras
swire）が主流をなしている。これは放電效果を改善したが、既存合金の固溶限界によっ
て制限を受けることになる。すなわち、α固溶体（ＦＣＣ）に固溶可能な最大亜鉛（Ｚｎ
）の量は４５６℃で約３９％である。
【０００６】
　このように、ワイヤ放電加工に使用される電極線は、主に純銅線であったが、純銅線の
場合、引張強度が低くて放電加工時の張力を高めることができなくて、電極線の振動を抑
制し難くて精密度が低下するだけでなく、断線が発生しやすく、銅（Ｃｕ）自体の放電加
工性もあまり良くなくて加工速度が遅いなどの問題点がある。
【０００７】
　このような問題点の加工速度を向上させるため、このころには銅と亜鉛を合金した黄銅
電極線が主に使用される。
【０００８】
　すなわち、前記黄銅電極線の表面に亜鉛（Ｚｎ）の含量が多いほど、加工速度が向上す
る。これは、亜鉛が爆発力を向上させ、被加工物の溶融部を效率的に除去することにより
、被加工物に対する付着物の減少が実現されるからである。
【０００９】
　しかし、亜鉛の含量が増加すれば、放電加工性は向上するが、伸線引抜加工性が悪くな
る。
【００１０】
　すなわち、前記亜鉛が４０％以上となると、針状組職が生じ、硬いβ相が生成されるの
で、ほとんど伸線加工ができなくなる。
【００１１】
　このように、ワイヤ放電加工において、放電加工の速度向上と被加工物の精密度向上の
ため、黄銅電極線内に各種元素を添加して強度を向上させようとしているが、前記亜鉛の
含量が多いほど放電特性は良好であるが、実際には表面から数μｍ程度までの部分のみが
放電特性に影響を及ぼし、同一黄銅線においても製造方法によって放電特性が違う。
【００１２】
　このような特性を持っている、亜鉛コーティング黄銅電極線は、通常、電気メッキ法、
溶融メッキ法、プラズマメッキ法、および溶射メッキ法を用いて表面に亜鉛コーティング
メッキを付与することになる。ここで、プラズマメッキ法と溶射メッキ法は、製造過程で
高費用がかかる非経済的な理由などのため、線材形態の黄銅電極線のコーティングメッキ
法には適しなくて実際には利用されない。
【００１３】
　また、溶融メッキ法は製造設備費が低く、製造過程で公害ガスと廃水などを発生させな
いので、環境問題に何らの悪影響を及ぼさない一方、製造過程中に高温溶解亜鉛槽内で黄
銅電極線を通過させる過程で素材の性質変化を引き起こし、メッキ層を不均一な成分で形
成する問題点があった。
【００１４】
　したがって、実使用時に多くの利点があるメッキ法であるにもかかわらず、放電加工用
電極線を生産するのにはメッキ法としては利用できなくて、耐蝕用メッキとしてだけ用い
ている。
【００１５】
　その理由および内容を説明すれば、溶融メッキ法においては、溶融された亜鉛が電極線
の表面に付着するため、線の表面が亜鉛の融点近くまで温度が上昇しなければならないが
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、これは液状亜鉛の表面張力によるものであり、表面張力を克服して付着するためには、
黄銅電極線表面の温度が高くなって黄銅電極線内の亜鉛が析出しながらメッキされるもの
と知られている。
【００１６】
　このときに現れる現象が拡散現象である。拡散とは、濃度が高い方の金属が低い方に移
動する現象である。この現象により、線材の表面の亜鉛濃度と内部の亜鉛濃度に違いが発
生することになる。
【００１７】
　また、表面と内部が均一な成分のメッキではなく不均質メッキとなるため、電極線に使
用する亜鉛メッキとしては溶融メッキ法が使用されていない。
【００１８】
　これは、加工の際、電極線の表面が放電により分離されるが、被覆層の表面と内部の性
質が違うので、放電初期と終期の放電特性が違うことになり、これにより、均一な放電加
工ができなくなるからである。
【００１９】
　したがって、現在は前述した電気メッキ法を主に用いて黄銅電極線の表面に亜鉛コーテ
ィングメッキを施して電極線を生産している。その理由は、鍍金液内部のイオン化された
亜鉛イオンが電気的な力により線材表面に付着する原理により表面にメッキされるため、
メッキされた亜鉛層全体を均一な純亜鉛で形成することができるので、メッキ層の全体を
均一な成分で構成することができ、メッキ厚さの管理が便利であるからである。
【００２０】
　しかし、このような電気メッキ法は、製造設備費が高価であり、製造過程で公害ガスと
廃水などを多量発生させて環境汚染問題を深刻にもたらす問題点があった。
【００２１】
　したがって、現在は、製造設備費が高価で、環境に悪影響をもたらすにもかかわらず、
電気メッキ法を主に用いて亜鉛コーティング黄銅電極線を製造している実情である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　したがって、本発明は前述したような従来の問題に鑑みてなされたもので、その目的は
、素材表面成形段階、下メッキ段階、本メッキ段階、表面成形段階、均質化熱処理段階、
および引抜段階を順次実施して放電加工機用亜鉛コーティング電極線を製造することによ
り、溶融メッキ法を用いるにもかかわらず、電気メッキ法のように、放電加工機用電極線
の外表面に均質に亜鉛をコートして製造設備費用を最小化することによるメッキ原価の節
減で、生産者と実使用者の経済的利益を増大させることができ、生産過程で発生する有害
ガスと廃水による環境汚染問題をあらかじめ防止することができ、亜鉛コーティング層の
厚さ向上と付着力向上により、実使用時にパウダー発生を抑制して電極線全体の機能を向
上させるようにした、溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　前記目的を達成するため、本発明は、線材形態の素材の外表面をダイを通して引抜する
過程で、 先端部が

テーパー状に に成形処理する素材表面成形段階と、前記素材表
面成形段階を経た素材を、 比較的遅い速
度で、溶融亜鉛溶解槽内を通過させることで、成形素材の外表面に亜鉛を付着させる下メ
ッキ段階と、前記下メッキ段階を経た素材を亜鉛溶解槽内で滞留させて メッキを施すと
ともに下メッキで付着された亜鉛の温度を 以上にし、この素材を亜鉛溶解槽外に
移動させ、表面に付着された亜鉛が固まる前 、４００℃に予熱されたサイジングダイを
通過させて 一定の厚さとなるように成形する本メッキ段階と、前記本メッ
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前記線材形態の素材の外表面に尖った先端部を有し、該 該素材の半径方
向に対して 尖っているよう

成形された素材の外表面に亜鉛が付着するような

、
４００℃

に
亜鉛メッキ層が



キ段階を経た素材を、加熱されたパイプ内部を一定速度で通過させて素材の 温度が
となるようにした後、線径より５μｍ～１０μｍ小さいダイを通過させ

て、下メッキ及び本メッキで素材表面に付着した亜鉛 を素材の周囲に均一な厚さ
で平坦に再成形する表面成形段階と、前記表面成形段階を経った素材を密閉空間に入れ、
熱風を循環させて製品を均一に加熱する均質化熱処理段階と、前記均質化熱処理段階を経
った素材を、流入口が５μｍ、中間部分が３μｍ、排出口が３μｍ～１μｍの大きさを有
する天然ダイヤモンド製の引抜ダイを通過させて素材の表面を滑らかに成形するとともに
、断面積０．３～３ｍｍ２ のメッキ線材形態の素材となるように引抜する引抜段階と、を
含んでいることを特徴とする、溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング
電極線の製造方法を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明のほかの目的、特徴および利点は添付図面を参照する以降の詳細な説明から明ら
かに理解可能であろう。
【００２５】
　以下、本発明を添付図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発明の溶融亜鉛メッキ法
を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法の全体工程を示す正面図である
。図２は本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、溶解槽を通過するメッキ工程を示す概略正面図である。
【００２６】
　参考として、本発明を説明するにあって、関連した公知機能または構成についての具体
的な説明が本発明の要旨を不要にあいまいにすることができると判断される場合には、そ
の詳細な説明を省略する。
【００２７】
　また、後述する用語は本発明の機能を考慮して定義された用語であって、これは使用者
と運営者の意図または慣例などによって変わることができる。
【００２８】
　したがって、その定義は本明細書の全般内容を基にして下されなければならない。
【００２９】
　図１に示すように、本発明は、線材形態の素材１の外表面をダイを通して引抜する過程
で、先端部が尖っているテーパー状に成形処理する素材表面成形段階１０を先に実施した
後、素材の断面積が０．３～３ｍｍ２ であるとき、素材を分当たり３０～４０ｍの比較的
遅い速度で、４４０℃～５００℃の亜鉛溶解槽２内を通過させることで、亜鉛溶解槽２内
での素材の滞留時間が１秒～２秒の範囲となるようにして、成形された素材１の外表面に
亜鉛３を付着する下メッキ段階２０を実施する。
【００３０】
　そして、前記下メッキ段階２０を経った素材を、４３０℃～４８０℃の亜鉛溶解槽２内
を分当たり５０ｍ～７０ｍの速度で通過させて、亜鉛溶解槽２内での素材１の滞留時間が
１秒～２秒の範囲となるようにメッキを実施して、下メッキ２０で付着した亜鉛３の温度
が４１０℃±１０℃程度となるようにし、このような素材１を亜鉛溶解槽２外に移動させ
た直後、表面に付着された亜鉛メッキ層が固まる前に４００℃に予熱されたサイジングダ
イを通過させて一定の厚さとなるように成形する本メッキ段階３０を実施する。
【００３１】
　このような本メッキ段階３０が完了すると、前記本メッキ段階３０を経った素材を４０
０℃に加熱された４ｍ～６ｍのパイプ内部を分当たり３０ｍ～５０ｍの速度で通過させて
素材１の表面の温度が２５０℃～３５０℃となるようにした後、線径より約５μｍ～１０
μｍ小さいダイを通過させて、下メッキ及び本メッキで素材表面に付着した亜鉛３を素材
の周囲に均一な厚さで平坦に再成形する表面成形段階４０を実施する。
【００３２】
　また、前記表面成形段階４０を経った素材１を密閉空間に入れ、１２０℃～１８０℃の
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熱風を秒速１０ｍ～２０ｍの速度で循環させて製品を均一に加熱させる均質化熱処理段階
５０を実施した後、前記均質化熱処理段階５０を経った素材を、流入口が５μｍ、中間部
分が３μｍ、排出口が３μｍ～１μｍの大きさを有する天然ダイヤモンド製の引抜ダイ５
を通過させて素材の表面を滑らかに成形するとともに、断面積０．３～３ｍｍ２ の線材形
態の素材となるように引抜する引抜段階６０を実施するように構成されている。
【００３３】
　このように、多段階の過程で構成され本発明の作用を図面に基づいて説明すれば次のよ
うである。図３は本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極
線の製造方法において、素材表面成形段階を経った素材の形状を示す写真であり、図４は
本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法にお
いて、下メッキ段階を経った素材の形状を示す写真であり、図５は本発明の溶融亜鉛メッ
キ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法において、本メッキ段階を
経った素材の形状を示す写真であり、図６は本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工
機用亜鉛コーティング電極線の製造方法において、表面成形段階を経った素材の形状を示
す写真であり、図７は本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング
電極線の製造方法において、均質化熱処理段階を経った素材の形状を示す写真であり、図
８は本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法
において、引抜時に用いられるダイの要部形状を示す正断面図である。
【００３４】
　前述したように、本発明は、素材表面成形段階、下メッキ段階、本メッキ段階、表面成
形段階、均質化熱処理段階、および引抜段階を順次実施して、放電加工機用亜鉛コーティ
ング電極線を製造することにより、溶融メッキ法を用いるにもかかわらず、電気メッキ法
のように、放電加工機用電極線の外表面に均質に亜鉛をコートするようにしたものである
。
【００３５】
　これをより具体的に説明すると、最初に実施する素材表面成形段階１０においては、前
述したように、線材形態の素材１の外表面をダイを通して引抜する過程で、図３に示すよ
うに、先端部が尖っているテーパー状の形態に成形処理して、溶融された亜鉛溶解槽２内
を通過するとき、尖っている先端部のみで高熱による拡散が起こるようにする。
【００３６】
　したがって、高熱による黄銅電極線の拡散現象を最小化することができるので、体積も
最小化することができる。
【００３７】
　そして、つづいて実施する下メッキ段階２０では、素材の断面積が０．３～３ｍｍ２ で
あるとき、素材を分当たり３０～４０ｍの比較的遅い速度で、４４０℃～５００℃の亜鉛
溶解槽２内を通過させることで、亜鉛溶解槽２内での素材の滞留時間が１秒～２秒の範囲
となるようにして、成形された素材１の外表面に、図４に示すように、亜鉛３を付着させ
る。
【００３８】
　参考として、亜鉛溶解槽２内での素材の滞留時間が１秒～２秒範囲より短い場合には、
素材の拡散できなくて效果的なメッキが得られなく、これより長い場合には、拡散面積が
必要以上に広くて深くなって不均質メッキが形成される。
【００３９】
　また、下メッキ段階２０を経った素材１は本メッキ段階３０に移送し、４３０℃～４８
０℃の亜鉛溶解槽２内を分当たり５０ｍ～７０ｍの速度で通過させて、溶解槽２内での素
材１の滞留時間が１秒～２秒の範囲となるようにメッキを実施して、下メッキ段階２０で
付着した亜鉛３の温度が４１０℃±１０℃程度となるようにし、このような素材１を溶解
槽２外に移動させた直後、表面に付着された亜鉛３メッキが固まる前、４００℃に予熱さ
れたサイジングダイを通過させて一定の厚さにして、図５に示すように成形することにな
る。
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【００４０】
　そして、このような過程が完了すると、成形された素材１を表面成形段階４０に移送し
、４００℃に加熱された４ｍ～６ｍのパイプの内部を分当たり３０～５０ｍの速度で通過
させて、素材１の表面温度が２５０℃～３５０℃となるようにした後、線径より約５μｍ
～１０μｍだけ小さい直径のダイを通過させて、下メッキ及び本メッキで素材１の表面に
付着した亜鉛３を、図６に示すように、素材１の周囲に均一な厚さで平坦に再成形するこ
とになる。
【００４１】
　また、このように再成形された素材１は均質化熱処理段階５０に移送し、密閉空間に入
れ、１２０℃～１８０℃の熱風を秒速１０ｍ～２０ｍの速度で循環させて素材１を均一に
加熱して、図７に示すように成形されるようにする。
【００４２】
　このような工程を実施する理由は、前工程で素材１の表面に成形された亜鉛３の素材表
面との結合性、及び亜鉛３の粒子間の結合性が不安定になることを改善するためである。
【００４３】
　素材１の表面に付着された亜鉛３は、素材１の表面との接触面で約１μｍの厚さの拡散
層を形成しながら完全に結合され、酸化亜鉛に変化して強い性質を有することになるので
、引抜に際して、従来の純亜鉛被服電極線のように、パウダーを発生させ、断線などが発
生する問題点を最小化することができる。
【００４４】
　そして、後続の最終段階である引抜段階６０においては、図８に示すように、素材を、
流入口が５μｍ、中間部分が３μｍ、排出口が３μｍ～１μｍの大きさを有する天然ダイ
ヤモンド製の引抜ダイ５を通過させて素材１の表面を滑らかに成形するとともに、断面積
０．３～３ｍｍ２ の細い線材形態に製造する。
【００４５】
　ここで、前記のように、流入口５μｍ、中間部３μｍ、排出口３μｍ～１μｍの天然ダ
イヤモンド製の引抜ダイ５で引抜を行う理由は、素材１とこの素材１の表面に付着された
亜鉛との物性差が非常に大きいため、引抜比４～８０倍以上の引抜の時、表面に付着され
た亜鉛の不安定な状態を保護するためである。
【００４６】
　引抜後の最終熱処理及び製品生産方法は従来の方法と同様である。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　以上説明したように、本発明は、電気放電機を用いて被加工物を切削加工するためのコ
ーティング電極線を溶融亜鉛メッキ法により製造する方法を提供し、より詳しくは、素材
表面成形段階、下メッキ段階、本メッキ段階、表面成形段階、均質化熱処理段階、および
引抜段階を順次実施して、放電加工機用亜鉛コーティング電極線を製造することにより、
溶融メッキ法によっても、電気メッキ法のように、放電加工機用電極線の外表面に均質に
亜鉛をコートして製造設備費用を最小化することによるメッキ原価の節減で、生産者と実
使用者の経済的利益を増大させることができ、生産過程で発生する有害ガスと廃水による
環境汚染問題をあらかじめ防止することができ、亜鉛コーティング層の厚さ向上と付着力
向上により、実際使用時、パウダーの発生を抑制させて電極線全体の機能を向上させるよ
うにした、溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造方法を
提供する。
【００４８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
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【００４９】
【図１】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法の全体工程を示す正面図である。
【図２】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、溶解槽を通過するメッキ工程を示す概略正面図である。
【図３】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、素材表面成形段階を経った素材の形状を示す写真である。
【図４】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、下メッキ段階を経った素材の形状を示す写真である。
【図５】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、本メッキ段階を経った素材の形状を示す写真である。
【図６】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、表面成形段階を経った素材の形状を示す写真である。
【図７】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、均質化熱処理段階を経った素材の形状を示す写真である。
【図８】本発明の溶融亜鉛メッキ法を用いた放電加工機用亜鉛コーティング電極線の製造
方法において、引抜時に用いられるダイの要部形状を示す正断面図である。
【図９】放電加工機用亜鉛コーティング電極線の使用状態を示す斜視図である。
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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